
平成３０年１１月７日

首都圏における木材利用促進に向けた取組について

川崎市長 福田 紀彦 

我が国の森林は、人工林を中心に、資源として本格的な利用期を迎

えているが、主伐期の人工林の成長量と比較して、主伐による丸太の

供給量は４割以下の水準となっており、利用可能な森林資源は年々

増加している。また、平成 22年に公共建築物等木材利用促進法が施

行され、公共建築物の木材利用が促進されているものの、公共建築物

の木造率は 10％前後にとどまっている状況にある。 

このような中、パリ協定における温室効果ガス削減目標の達成や

災害防止を目的とした森林整備等の財源として、森林環境税（仮称）

及び森林環境譲与税（仮称）の創設が決まり、平成 31年度から譲与

が開始されることとなっており、森林が少ない都市部においては、木

材利用の促進や普及啓発等にこれまで以上に取り組むことが求めら

れ、現在の取組を継続するだけでなく、更なる展開が必要となってい

る。 

木材利用の促進に向けた取組は、地球温暖化防止や循環型社会の

形成などに直結する広域的な共通課題であり、また、高い消費ポテン

シャルを有する首都圏において効果的に推進することが、我が国全

体の木材利用の促進を図るために必要不可欠であることなどから、

下記について、九都県市共同による研究を提案する。
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